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社会福祉法人 春日井市社会福祉協議会 

就 業 規 則 

（平成20年規程第８号） 

 

 社会福祉法人春日井市社会福祉協議会就業規則（昭和54年社会福祉法人春日井市社

会福祉協議会規程第２号）の全部を改正する。 

 

第１章 総  則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、労働基準法（昭和22年法律第49号）第89条第１項の規定に基づ

き、社会福祉法人春日井市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の職員の就業

について必要な事項を定めるものとする。 

第２条 削除 

（職員の定義） 

第３条 本会の職員は、正規職員、嘱託職員、再雇用等職員及び臨時職員とする。 

２ 前項の正規職員（以下「正規職員」という。）は、福祉総合職員と医療職員とに

区分し、それぞれの定義は当該各号に定めるとおりとする。 

⑴ 福祉総合職員 次号に定める医療職員以外の職員をいう。 

⑵ 医療職員 保健師、看護師又は准看護師の資格を有し、当該資格に応じた職務

に従事する職員をいう。 

３ 第１項の嘱託職員（以下「嘱託職員」という。）とは、専門的又は特定の職務に

従事する者で、次のいずれかに該当するものをいう。 

⑴ １年以内の期間を定めて雇用する者 

⑵ 労働契約法（平成19年法律第128号）第18条第１項の規定により、雇用期間の

定めがなくなった者 

４ 第１項の再雇用等職員（以下「再雇用等職員」という。）とは、次のいずれかに

該当する者をいう。 

⑴ 正規職員が第22条第１項の規定により定年退職（同条第２項の規定による勤務

延長の終了による退職及び年齢60年に達した日以後の退職を含む。以下同じ。）

をし、引き続き継続勤務を希望する場合であって、高年齢者等の雇用の安定等に
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関する法律の一部を改正する法律（平成24年法律第78号）附則第３項の規定に基

づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する

法律（昭和46年法律第68号）第９条第２項の規定に基づく労使協定の定めるとこ

ろにより、定年退職の時において、次のアからウまでに掲げる基準のいずれにも

該当する者で、１年を超えない範囲で雇用するもの 

ア 職務を適切に遂行できる健康状態であること。 

イ 誠実に勤務する意欲があること。 

ウ 社会福祉法人春日井市社会福祉協議会職員給与規程（平成14年社会福祉法人

春日井市社会福祉協議会規程第８号。以下「給与規程」という。）別表第１の

職務の級が４級以上（会長が別に定める職を除く。）又は給与規程別表第２の

職務の級が３級以上であること。 

⑵ 春日井市を定年退職した者（会長がこれに準ずる者として認めたものを含む。）

で、本会の事業の円滑な遂行に資するものとして、１年を超えない範囲で雇用す

るもの 

５ 第１項の臨時職員（以下「臨時職員」という。）とは、臨時的又は補助的な職務

に従事し、第３項各号のいずれかに該当する者をいう。 

（特例） 

第４条 嘱託職員、再雇用等職員及び臨時職員の就業に関する事項については、会長

が別に定める。 

 

第２章 人  事 

第１節 採  用 

第５条 削除 

（採用試験） 

第６条 職員の採用は、競争試験又は選考を行い、その成績及び職員としての適格性

の順位により合格者を決める。 

第７条 削除 

（勤務条件の明示） 

第８条 職員（嘱託職員、再雇用等職員及び臨時職員を除く。以下同じ。）の採用に

際しては、この規則その他の勤務条件に関する規程を職員に提示して、勤務条件の 
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説明を行うものとする。 

２ 雇用契約の締結に際しては、次の事項について書面により交付するものとする。 

⑴ 賃金に関する事項 

⑵ 雇用契約の期間に関する事項 

⑶ 勤務場所及び従事する業務に関する事項 

⑷ 始業及び終業の時刻、時間外勤務の有無、休憩時間、週休日、休日及び休暇に

関する事項 

⑸ 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

⑹ その他必要事項 

（採用者提出書類） 

第９条 採用試験及び面接により新たに職員として採用された者は、採用後14日以内

に、次の書類を提出しなければならない。 

⑴ 履歴書 

⑵ 雇用契約書（会長が定めるもの） 

⑶ 住民票記載事項証明書（行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）第２条第

５項に規定する個人番号（以下「個人番号」という。）が記載されていないもの

に限る。） 

⑷ 番号法第２条第７項に規定する個人番号カード（以下「個人番号カード」とい

う。）又は同法第７条第１項に規定する通知カード（以下「通知カード」という。）

の写し（個人番号カード又は通知カードについては提示の場合は原本の提示） 

⑸ 通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものと

して行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

施行規則（平成26年内閣府・総務省令第３号）に定める書類 

⑹ その他会長が必要とする書類 

２ 前項の提出書類については、会長が必要ないと認めるときは、その一部を免除す

ることができる。 

（個人番号の利用） 

第９条の２ 本会は、職員から提供を受けた個人番号を次の事務に利用することがで

きる。 
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 ⑴ 税務関係の届出 

 ⑵ 社会保険関係の届出 

（記載事項の変更届） 

第10条 職員は、第９条第１項の規定に基づき提出した書類の記載事項に異動があっ

た場合は、その都度速やかに、書面をもって届け出なければならない。 

（試用期間） 

第11条 新たに採用された職員は、採用の日から３か月間を試用期間とする。ただし、

会長が必要と認める場合は、これを延長することができる。 

２ 試用期間の途中又は終了の際、職員として不適当と認められる場合は、解雇する。

ただし、採用後14日を経過した者については、第26条の手続きによって行う。 

３ 試用期間は、勤続年数に通算する。 

第12条 削除 

 

第２節 異  動 

（異動） 

第13条 会長は、職員に対し、業務上の都合により必要がある場合は、職員の勤務場

所又は従事する業務を変更することができる。 

（出向） 

第14条 会長は、職員に対し、業務上の都合により他の団体に本人の了解の上、出向

を命ずることができる。 

 

第３節 休  職 

（休職） 

第15条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、休職を命ずることができる。 

⑴ 心身の故障のため、長期の休養を要するとき。 

⑵ 自己の都合で引き続き１か月を超えて欠勤したとき。 

⑶ 会長の命により本会外の職務に就任したとき。 

⑷ 刑事事件に関し起訴されたとき。 

⑸ 前各号に準じ、会長が必要と認めるとき。 

（休職期間） 
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第16条 休職期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。 

⑴ 前条第１号の場合 ３年以内 

⑵ 前条第２号の場合 ３か月以内 

⑶ 前条第３号の場合 本会外の職務に就任している期間 

⑷ 前条第４号の場合 当該刑事事件が裁判所に係属する期間 

⑸ 前条第５号の場合 必要な範囲で会長が必要と認める期間 

２ １年以内の同一理由による休職は、その期間を通算するものとする。 

（休職期間延長の特例） 

第17条 前条の規定にかかわらず、本会の業務の都合により、必要と認める場合は、

休職期間を延長することができる。 

（休職期間中の給与） 

第18条 休職期間中の給与は、給与規程による。ただし、労働者災害補償保険法（昭

和22年法律第50号）による給付が受けられるときは、その受けた額を差し引いた額

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第15条第３号に該当する職員の給与については、出向

先との協定により、第15条第５号に該当する職員の給与については、その都度、会

長が定める。 

（休職者の身分） 

第19条 休職者は、職員としての身分を保有するが業務に従事しない。 

２ 休職中の職員が死亡したときは、死亡の前日において休職期間が終了したものと

みなす。 

（休職期間中の勤続年数） 

第20条 休職期間中は、第15条第２号を除き、その期間を勤続年数に算入することが

できる。 

（復帰） 

第21条 休職期間中に休職事由が消滅した場合は、直ちに元の職務に復帰させる。た

だし、やむを得ない事由のある場合は、勤務地又は職務の内容を変更することがで

きる。 

 

第４節 定年、退職及び解雇 
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（定年） 

第22条 正規職員の定年は、65歳とし、定年に達した日以後における最初の３月31日

をもって定年退職とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、会長は、業務の都合により特に必要あると認める者に

は、勤務延長を行うことができる。 

３ 勤務延長の契約期間の末日は、その者が66歳に達した日以後における最初の３月

31日までとする。ただし、会長が必要と認めるときは、これを延長することができ

る。 

（管理監督職勤務上限年齢制） 

第22条の２ 本会の管理監督職は、給与規程第11条に規定する管理職手当を支給され

る職員の職とする。 

２ 前項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、60歳とする。 

３ 会長は、管理監督職にある職員で管理監督職勤務上限年齢に達しているものにつ

いて、当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の

４月１日までの間に、管理監督職以外への降格をするものとする。 

（退職） 

第23条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退職とし、職員としての身

分を失う。 

⑴ 死亡したとき。 

⑵ 本人から退職の申出があり、会長が承認したとき。 

⑶ 期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき。 

⑷ 第16条の休職期間が満了した時点で復職できない場合（休職期間を延長された

場合を除く。） 

⑸ 第25条の規定により解雇したとき。 

⑹ その他会長が必要と認めるとき。 

（自己都合退職の手続） 

第24条 職員が自己の都合で退職しようとする場合は、退職を希望する日の１か月前

までに退職願を提出し、業務に支障をきたさないようにしなければならない。ただ

し、１か月前までに退職願を提出できない場合は、少なくとも14日前までにこれを

提出して本会の承認を受けなければならない。 
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（解雇） 

第25条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することがある。 

⑴ 心身の故障により、業務に堪えられないと認められる場合 

⑵ 勤務成績が著しく不良であると認められる場合 

⑶ 試用期間の者について、職員として不適格と認められる場合 

⑷ 業務の縮小等により、剰員を生じた場合 

⑸ 天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能になった場合 

⑹ 第75条の業務上の災害により、療養開始後３年を経過した日において傷病補償

年金を受けている場合 

⑺ 前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合 

（解雇予告及び解雇予告手当） 

第26条 会長は、職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告し、又は労

働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給する。ただし、予

告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。 

２ 次に掲げる場合は、前項の規定を適用しない。 

⑴ 試用期間中の者で、採用後14日以内のものである場合 

⑵ 日々雇用する者（引き続き１か月を超えて使用した者を除く。）である場合 

⑶ ２か月以内の期間を定めて雇用する者（所定の期間を超えて使用した者を除 

く。）である場合 

⑷ 労働基準法第81条の規定により打切補償を支払う場合又は天災事変その他や

むを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で行政官庁の認定を

受けたとき。 

（解雇制限） 

第27条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その期間は解雇しない。 

⑴ 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している期間及びその後30日

間（療養の開始後３年を経過した日において、傷病補償年金を受けている場合及

び同日後においてその支払決定を受けた場合を除く。） 

⑵ 産前産後の女性職員が第47条第２項の表第６号及び第７号の定めにより、特別

休暇を与えられている期間及びその後30日間 

（退職、解雇者の業務引継ぎ） 
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第28条 職員が退職又は解雇となった場合は、会長が指定する日までに、必要な事務

の引継ぎを完了しなければならない。 

（物品、債務の返納等） 

第29条 職員が退職又は解雇となった場合は、直ちに本会からの貸与品は返納し、本

会に対する債務を退職又は解雇の日までに完済しなければならない。 

（退職後の責務） 

第30条 退職又は解雇となった者（以下「退職者」という。）は、その在職中に行っ

た自己の責に属すべき職務に対する責任は免れないものとする。 

２ 退職者は、在職中に知り得た本会の機密を他に漏らしてはならない。 

（退職証明書の交付） 

第31条 会長は、退職者が請求した場合は、必要な証明書の交付を行う。 

２ 前項の証明は、退職者が指定した事項のみを証明するものとする。 

３ 退職者に対して、会長は速やかに雇用保険の離職証明を交付するものとする。 

 

第３章 勤  務 

第１節 勤務時間及び休憩時間 

（勤務時間） 

第32条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き１日７時間45分、１週38時間45分とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、１月単位の変形労働時間制により４週間を平均して１

週間の実労働時間が38時間45分を超えない範囲で１日７時間45分、１週38時間45分

を超えて勤務を命ずることができる。 

３ １月単位の変形労働時間制による勤務を命ずる場合は、４週間の期間における勤

務時間の割り振りを定めた表（以下「勤務割振表」という。）を作成し、勤務割振

表の初日の２週間前までに、当該勤務を命じた職員に交付するものとする。 

４ 前項の変形労働時間制の始期は、平成20年10月５日とする。 

５ 変則労働時間制の対象となる職員は、会長が別に定める。 

（勤務時間の割振り） 

第33条 前条第１項における勤務時間は、月曜日から金曜日までの５日間において、

午前８時30分から午後５時15分まで（休憩時間を含む。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務す
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る必要がある場合は、始業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることができる。ただ

し、１日の勤務時間数は同じとする。 

（休憩時間） 

第34条 １日の勤務時間が６時間を超える場合においては少なくとも45分、７時間45

分を超える場合においては少なくとも１時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途

中に置かなければならない。 

２ 前条第１項の規定により割り振られた勤務時間における職員の休憩時間の時限は、

正午から午後１時までとする。 

３ 会長は、職員の職務の特殊性その他の事由により、前項の規定により難いときは、

これを変更することができる。 

（出張者の勤務時間） 

第35条 職員が出張その他本会の用務を帯びて、本会外での勤務時間を算出しがたい

場合には、当該職員の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、課長又は所長（以

下「所属長」という。）があらかじめ別段の指示をした場合は、この限りでない。 

 

第２節 休  日 

（週休日） 

第36条 職員の週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）は、日曜日

及び土曜日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、会長は、次の表の左欄に掲げる課又は出先機関の職員

については、同項の週休日を同表右欄に定める日とする。 

総合福祉センター ⑴ 月曜日 

⑵ ４週間につき会長が職員ごとに指定する４日 

福祉の里 ⑴ 月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号。以下「祝日法」という。）

に規定する休日の場合は、その直後の祝日法に

規定する休日でない日） 

⑵ ４週間につき会長が職員ごとに指定する４日 

子どもの家 ⑴ 日曜日 

⑵ ４週間につき会長が職員ごとに指定する４日 
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（週休日の振替等） 

第37条 前条の週休日は、本会の業務の都合その他やむを得ない事由のある場合は、

全部又は一部の者について他の日に振り替えることがある。 

２ 週休日を振り替える場合は、その勤務を命ずる必要がある日と同一週内において

振り替えるものとする。ただし、これにより難いときは、あらかじめ指定された４

週間ごとの期間（あらかじめ指定された期間がない課又は出先機関にあっては、第

32条第４項に定める日を始期とする４週間ごとの期間をいう。）を超えない範囲で

振り替えるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事由のある場合は、当

該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする４週間前の日から当該勤務

することを命ずる必要がある日を起算日とする８週間後の日までの範囲内で、あら

かじめ指定された４週間ごとの期間を超えて振り替えることができる。 

４ 週休日の振替の単位は、１日又は４時間とする。 

５ 前項における４時間単位の振替を行う場合は、勤務日の始業の時刻から連続し、

又は終業の時刻まで連続する勤務時間について、振り替えるものとする。 

（休日） 

第37条の２ 職員は、祝日法に規定する休日（第36条第２項の規定に基づき週休日を

割り振られる職員のうち、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあ

っては、当該休日が同項の規定に基づく週休日に当たるときは、会長が定める日。

以下「祝日法による休日」という。）には、特に勤務することを命ぜられる者を除

き、正規の勤務時間（第32条から第34条まで及び第36条の規定により勤務を要する

こととされた時間をいう。以下同じ。）においても勤務することを要しない。12月

29日から翌年の１月３日までの日（祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休

日」という。）についても、同様とする。 

 （休日の代休日) 

第37条の３ 会長は、職員に祝日法による休日及び年末年始の休日（以下この条から

第39条までにおいて「休日」と総称する。）である勤務日（第33条の規定により勤

務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。）に割り振られた勤務時間の全部につ

いて特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日とし

て、当該勤務を必要とする日を起算日とする４週間前の日から当該勤務を必要とす
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る日を起算日とする８週間後の日までの範囲内の勤務日（休日を除く。）を指定す

ることができる。 

２ 前項の勤務を命ぜられた職員は、正当の理由なくこれを拒むことはできない。 

 

第３節 時間外及び休日勤務等 

（時間外及び休日における勤務） 

第38条 所属長は、業務の都合又は災害その他避けることのできない事由による臨時

又は緊急の必要がある場合には、職員に正規の勤務時間以外の時間又は休日に勤務

させることができる。 

２ 前項の勤務を命ぜられた職員は、正当の理由なくこれを拒むことはできない。 

第39条 削除 

（時間外勤務の制限） 

第40条 前条の勤務について、職員の過半数を代表する者との時間外勤務の協定は、

次の範囲内とする。 

期 間 １週間 ２週間 ４週間 １か月 ２か月 ３か月 １年 

限度時間 15時間 27時間 43時間 45時間 81時間 120時間 360時間 

２ 会長は、臨時的に限度時間を超えて時間外勤務を行わなければならない特別な事

情が予想される場合には、１か月60時間まで延長することができる。 

（宿日直勤務） 

第41条 会長は、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との

連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずる

ことができる。 

２ 会長は、業務上臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間

において職員の前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。 

３ 会長は、職員に前２項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度になら

ないよう留意しなければならない。 

（深夜勤務） 

第42条 所属長は、業務上必要ある場合は、深夜（午後10時から翌日の午前５時まで

の間をいう｡）の勤務を命ずることができる。 

（年少者の時間外勤務及び深夜勤務） 
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第43条 18歳未満の者については第39条の時間外及び休日勤務並びに前条の深夜勤務

を命ずることはできない。 

（妊婦の時間外、休日及び深夜勤務） 

第44条 妊娠中の女性職員が請求した場合は、時間外、休日及び深夜勤務につかせる

ことはできない。 

（育児及び介護を行う職員の時間外、休日及び深夜勤務） 

第44条の２ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育し、又は対象家族を介護する

職員は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）の規定に基づき、時

間外、休日及び深夜勤務に関する免除又は制限を受けることができる。 

２ 前項の時間外、休日及び深夜勤務に関する免除又は制限に関する必要な事項につ

いては、社会福祉法人春日井市社会福祉協議会職員の育児休業、介護休業等に関す

る規程（平成22年社会福祉法人春日井市社会福祉協議会規程第５号。以下「育児・

介護休業規程」という。）による。 

 

第４節 休  暇 

（年次有給休暇） 

第45条 新たに職員となった者のその年度における年次有給休暇は、その者の該当年

度における在職期間に応じ、次の表のとおり付与する。 

在職期間 付与日数 

６月に達する期間 ５日 

６月を超え１年未満の期間 10日 

２ １年以上継続勤務した者の年次有給休暇の総日数は20日を限度とし、次の表のと

おり付与する。 

継続勤務年数 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目以上 

付与日数 12日 14日 16日 18日 20日 

３ 年次有給休暇は、本人の請求のあった場合に与える。ただし、所属長は、事業の

運営上やむを得ない場合は、その時季を変更することができる。 

４ 前項の規定にかかわらず、所属長は、年次有給休暇の日数が10日以上付与された

職員に対して、その年次有給休暇の日数のうち５日については、付与した日から１
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年以内の期間に、その時季を定めることにより与えなければならない。 

５ 年次有給休暇を請求しようとする者は、所定の手続きにより事前に所属長に届け

出るものとする。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により、事前に届け

出ができなかった場合には、その事由を付して、事後において所属長に届け出るこ

とができる。 

６ 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、その残日数は

20日を限度に翌年度に限り繰り越すことができる。 

７ 年次有給休暇は、通常の給与を支給する。 

（病気休暇） 

第46条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しな

いことがやむを得ないと認められる場合に与えられる。 

２ 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要

最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇（以

下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における

病気休暇を使用した日その他の会長が定める日（以下この条において「除外日」と

いう。）を除いて連続して90日を超えることはできない。 

 ⑴ 生理日の就業が著しく困難な場合 

 ⑵ 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（労働者災害補償保険法第７

条第２項に規定する通勤をいう。以下同じ。）により負傷し、若しくは疾病にか

かった場合 

 ⑶ その他会長が定める場合 

３ 前項ただし書、次項及び第５項の規定の適用については、連続する８日以上の期

間（当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として会長が定める場

合にあっては、その日数を考慮して会長が定める期間)の特定病気休暇を使用した

職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職

員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌

日から、１回の勤務に割り振られた勤務時間（育児・介護休業規程第11条第１項に

規定する育児短時間勤務の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた勤務時

間）のすべてを勤務した日の日数（第５項において「実勤務日数」という。）が30

日（当該連続して使用した特定病気休暇及び再度の特定病気休暇が精神疾患による
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ものである場合にあっては、90日）に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を

使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連

続しているものとみなす。 

４ 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合におい

て、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病（当該負傷又は疾病の症状

等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかか

った日（以下この項において「特定負傷等の日」という。）の前日までの期間にお

ける特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下

この項において「特定負傷等」という。）のため療養する必要があり、勤務しない

ことがやむを得ないと認められるときは、第２項ただし書の規定にかかわらず、当

該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇

を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病

気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。 

５ 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合におい

て、90日に達した日の翌日から実勤務日数が30日（当該使用した特定病気休暇及び

再度の特定病気休暇が精神疾患によるものである場合にあっては、90日）に達する

日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休

暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必

要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第２項ただし書の

規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。

この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超

えることはできない。 

６ 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、

第２項ただし書及び第３項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を

使用した日とみなす。 

７ 病気休暇は、通常の給与を支給する。ただし、給与規程第17条第２項に該当する

場合は、規定に基づき減額された給与額を支給する。 

（特別休暇） 

第47条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事

由により職員が勤務しないことが相当である場合に与えられる。 
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２ 特別休暇の原因及びその期間は、次の表の各号に掲げるものとする。 

原因 期間 

⑴ 職員が選挙権その他公民として権利を行使する場

合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められ

るとき。 

必要と認められる期間 

⑵ 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、

裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する

場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認めら

れるとき。 

必要と認められる期間 

⑶ 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者とし

てその登録を実施する者に対して登録の申し出を行

い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉

妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申し出又

は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないこ

とがやむを得ないと認められるとき。 

必要と認められる期間 

⑷ 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる  

社会に貢献する活動（専ら親族に対する支援となる活

動を除く｡）を行う場合で、その勤務しないことが相

当であると認められるとき。 

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発

生した被災地又はその周辺の地域における生活関

連物資の配布その他の被災者を支援する活動 

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主  

として身体上若しくは精神上の障がいがある者又

は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要

な措置を講ずることを目的とする施設であって会

長が定めるものにおける活動 

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精

神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常

生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常

年度において５日の範

囲内の期間 
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生活を支援する活動 

⑸ 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚

に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないこ

とが相当であると認められるとき。 

会長が定める期間内に

おける連続する５日の

範囲内の期間 

⑸の２ 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しな

いことが相当であると認められる場合 

一の年において５日

（当該通院等が体外受

精その他の会長が定め

る不妊治療に係るもの

である場合にあって

は、10日）の範囲内の

期間 

⑹ ８週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内

に出産する予定である女性職員が申し出た場合 

出産の日までの申し出

た期間 

⑺ 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から８

週間を経過する日まで

の期間（産後６週間を

経過した女性職員が就

業を申し出た場合にお

いて医師が支障ないと

認めた業務につく期間

を除く｡） 

⑻ 生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保

育のために必要と認められる育児等を行う場合 

１日２回それぞれ30分

以内の期間（男性職員

にあっては、その子の

当該職員以外の親が当

該職員がこの号の休暇

を使用しようとする日

におけるこの号の休暇

（これに相当する休暇

を含む｡）を承認され、
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又は労働基準法第67条

の規定により同日にお

ける育児時間を請求し

た場合は、１日２回そ

れぞれ30分から当該承

認又は請求に係る各回

ごとの期間を差し引い

た期間を超えない期間 

⑼ 職員の妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。次号において同じ｡）が出産す

る場合で、職員が、妻の出産に伴い必要と認められる

入院の付添い等のため勤務しないことが相当である

と認められるとき。 

会長が定める期間内に

おける２日の範囲内の 

期間 

⑽ 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日

の８週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の

日から当該出産の日後８週間を経過する日までの期

間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校

就学の始期に達するまでの子（妻の子を含む｡）を養

育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないこ

とが相当であると認められるとき。 

当該期間内における５

日の範囲内の期間 

⑾ 満12歳に達する日以後の最初の３月31日までの間

にある子（配偶者の子を含む｡）を養育する職員が、

その子の看護等（負傷し、又は疾病にかかったその子

の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要

なものとして会長が定めるその子の世話若しくは学

校保健安全法（昭和33年法律第56号）第20条の規定に

よる学校の休業その他これに準ずるものとして会長

が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はそ

の子の教育若しくは保育に係る行事のうち会長が定

めるものへの参加をすることをいう｡）のため勤務し

満12歳に達する日以後

の最初の３月31日まで

の間にある子が１人の

場合は年度内において

５日、２人以上の場合

は年度内において10日 
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ないことが相当であると認められるとき。 

⑿ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害によ

り、２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする

状態（以下「要介護状態」という。）にある家族（配

偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及

び孫をいう。以下「対象家族」という。）を介護する

職員が、対象家族の通院等の付き添い又は対象家族が

介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの

代行その他の対象家族に必要な世話を行うために勤

務しないことが相当であると認められるとき。 

要介護状態の対象家族

が１人の場合は年度内

において５日、２人以

上の場合は年度内にお

いて10日 

⒀ 職員の親族（別表第１の親族欄に掲げる親族に限

る｡）が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の

親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤

務しないことが相当であると認められるとき。 

親族に応じ同表の日数

欄に掲げる連続する日

数（葬儀のため遠隔の

地に赴く場合にあって

は、往復に要する日数

を加えた日数）の範囲

内の期間 

⒁ 職員が父母の追悼のための特別な行事（父母の死亡

後会長が定める年数内に行われるものに限る｡）のた

め勤務しないことが相当であると認められるとき。 

１日の範囲内の期間 

⒂ 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居

が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復

旧作業等のため勤務しないことが相当であると認め

られるとき。 

７日の範囲内の期間 

⒃ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故

等により出勤することが著しく困難であると認めら

れるとき。 

必要と認められる期間 

⒄ 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が

退勤途上における身体の危険を回避するため勤務し

ないことがやむを得ないと認められるとき。 

必要と認められる期間 
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⒅ 女性職員が生理日において就業が著しく困難であ

ると認められるとき。 

２日の範囲内の期間 

⒆ 職員が心身の健康の維持及び増進のため勤務しな

いことが相当であると認められるとき。 

年度において６日 

⒇ 勤続15年、勤続25年及び勤続35年に達する職員が

（４月１日採用の職員については、それぞれ達した翌

年度）、当該年度内に家族等と共に心身のリフレッシ

ュを図るとき。 

それぞれ連続する３日

の範囲内の期間 

３ 前項の表（第４号から第５号の２まで、第９号から第12号まで及び第18号から第

20号までを除く｡）の期間の計算については、その期間中に休日及び第37条により

他の日に振替後の休日を含むものとする。 

４ 年の中途において新たに職員となった者のその年における第２項の表第19号に規

定する期間は、同号の規定にかかわらず、その者の当該年における在職期間に応じ、

別表第２の日数欄に定める日数を超えない範囲内の期間とする。 

５ 特別休暇は、通常の給与を支給する。 

（休暇の手続） 

第48条 職員が病気休暇及び特別休暇を受けようとする場合は、あらかじめ所定の様

式に記入の上、所属長に届け出て承認を得るものとする。ただし、前条第２項の表

第11号及び第12号の特別休暇については、届出のみとし、所属長の承認を必要とし

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、病気、災害その他やむを得ない場合には、電話その他

の方法で連絡し、事後速やかに届け出るものとする。 

３ 病気休暇並びに前条第２項の表第６号及び第７号の特別休暇については、医師の

証明書等を提出しなければならない。 

４ 病気休暇を取得した職員が職務に復帰しようとする場合には、あらかじめ所定の

様式に記入の上、所属長に届け出なければならない。 

５ 前項の場合において、職員は、医師の証明書等を添えなければならない。ただし、

病気休暇の期間が７日を超えない場合又は前条第２項の表第７号の休暇として承

認を受けた期間を満了後出勤する場合は、この限りでない。 
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第５節 育児休業、介護休業等 

（育児休業及び介護休業） 

第49条 職員は、会長に申し出て、育児・介護休業法の規定に基づく、育児休業及び

介護休業等を受けることができる。 

２ 前項の育児休業及び介護休業等に関する必要な事項については、育児・介護休業

規程による。 

第50条 削除 

 

第６節 欠  勤 

（欠勤） 

第51条 職員が欠勤する場合は、あらかじめ所定の様式に記入の上、所属長に届け出

なければならない。ただし、やむを得ない場合は、電話その他の方法で連絡し、事

後速やかに届け出なければならない。 

 

第７節 特  例 

（春日井市職員の職を保有する職員の特例） 

第52条 職員のうち、春日井市職員の職を保有する職員については、この規則の規定

のうち春日井市条例と均衡を失する規定は適用がないものとし、春日井市条例の規

定によるものとする。 

 

第４章 給与等 

（給与） 

第53条 職員に対する給与の決定、計算及び支払いの方法並びに昇給に関する事項は、

給与規程による。 

（退職手当） 

第54条 職員の退職手当に関し必要な事項は、社会福祉法人春日井市社会福祉協議会

職員退職手当支給規程（平成14年社会福祉法人春日井市社会福祉協議会規程第13

号）による。 

（旅費） 

第55条 職務のために旅行する職員等の旅費については、社会福祉法人春日井市社会
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福祉協議会職員等の旅費に関する規程（平成14年社会福祉法人春日井市社会福祉協

議会規程第12号）による。 

 

第５章 服務規律 

（服務の原則） 

第56条 職員は、法令その他の規定を守り、上司の指示命令に従い、自己の業務に専

念し、創意を発揮して能力向上に努めるとともに、互いに協力して職場の秩序を維

持しなければならない。 

２ 所属長は、その所属職員の人格を尊重し、誠意をもってこれを指導し、率先して

その職責を遂行しなければならない。 

（執務態度のあり方） 

第57条 職員は、常に服装及び言語に気をつけなければならない。 

２ 電話その他の接遇においても、意を配り、雑談に陥ることのないよう、謙虚な心

掛けを忘れてはならない。 

（服務の心得） 

第58条 職員は職場の秩序を保持し、業務の正常な運営を図るため、次の事項を守ら

なければならない。 

⑴ 常に健康に留意し、元気はつらつな態度をもって就業すること。 

⑵ 職場の権限を越えて専断的なことを行わないこと。 

⑶ 常に品位を保ち、本会の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと。 

⑷ 本会の業務上の機密事項及び本会の不利益になるような事項を他に漏らさな

いこと。 

⑸ 本会の車両、機械、器具その他備品を大切にし、消耗品を節約し、書類その他

本会の物品を丁寧に扱い、その保管を厳にすること。 

⑹ 本会の許可なく、職務以外の目的で、本会の設備、車両、機械、器具その他の

物品を使用しないこと。 

⑺ 職場の整理整頓に努め、常に清潔を保つこと。 

⑻ 勤務時間を励行し、職場を離れる時は所在を明らかにするとともに、職務を妨

害し、又は職場の風紀を乱さないこと。 

⑼ 職務に関し、不当な金品の借用若しくは贈与又は供応の利益を受けないこと。 
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⑽ 本会内において、政治活動又は宗教活動をしないこと。 

⑾ 本会内において許可なく業務に関係のない集会をし、印刷物を配布し又は掲示

等しないこと。 

⑿ 許可なく他の会社の役員又は社員となり、又は本会の利益に反するような業務

に従事しないこと。 

⒀ 本会の業務の破壊を目的とする宣伝扇動又は反抗行為を企てるような行為を

しないこと。 

⒁ 本会内の善良な習慣を破り、又は職員たる体面を汚すような行為をしないこと。 

⒂ セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント又はマタニティハラスメント

行為をしないこと。 

⒃ 前各号のほか、これに準ずるような職員としてふさわしくないような行為をし

ないこと。 

（業務命令、指示） 

第59条 職員は、この規則に基づいて、業務上の指示命令に従わなければならない。 

２ 前項の指示命令は、正当な理由なく拒むことはできない。 

（非常の際の服務） 

第60条 職員は、非常災害に際し上司から招集のあったときは、直ちに指定された場

所に参集し、上司の指示を受けなければならない。 

 

第６章 表彰・懲戒 

第１節 表  彰 

（表彰） 

第61条 職員で次の各号のいずれかに該当するときは、選考の上、表彰する。 

⑴ 業務上抜群の成績を示し、事業の発展に多大の寄与をなし、他の模範とすると

き。 

⑵ 業務の内外を問わず、善行があったとき。 

⑶ 事故を未然に防ぎ、又は非常時に際して特に功労のあったとき。 

⑷ その他会長が表彰の必要があると認めたとき。 

（表彰方法） 

第62条 表彰は、表彰状に記念品を添えて贈る。 
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２ 前項の記念品は、時宜により金員に代えることができる。 

 

第２節 懲  戒 

（懲戒事由） 

第63条 職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは懲戒に処する。 

⑴ 重要な経歴を詐り雇用されたことがわかったとき。 

⑵ 素行不良で、本会内の風紀又は秩序を乱したとき。 

⑶ 正当な理由なく、しばしば欠勤し、遅刻し、早退するなど出勤不良のとき。 

⑷ 故意に業務の能率を阻害し、又は業務の遂行を妨げたとき。 

⑸ 業務上の怠慢又は監督不行届によって災害事故を引き起こし、又は本会の設備、

機械器具、車両等を破損し、若しくは本会に損害を与えたとき。 

⑹ 許可なく本会の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき。 

⑺ 本会の名誉又は信用を傷つけたとき。 

⑻ 本会の機密を漏らし、又は漏らそうとしたとき。 

⑼ 許可なく在職のまま他に雇用されたとき。 

⑽ 業務上の指示命令、又は本会の諸規程、通達にしばしば従わないとき。 

⑾ 業務上不当な行為があったとき。 

⑿ 金銭の横領、使い込み、背任その他これに準ずる行為のあったとき。 

⒀ 不正な手続き、又は虚偽の報告によって本会を欺いたとき。 

⒁ セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント又はマタニティハラスメント

と認められる行為のあったとき。 

⒂ 前各号に準ずる程度の不都合な行為をしたとき。 

（懲戒の程度及び種類） 

第64条 懲戒は、その情状により、次の区分に従って行う。 

⑴ 戒告 始末書をとり、将来を戒める。 

⑵ 減給 始末書をとり、給与を減じて将来を戒める。ただし、減給１回の額が平

均給与の半日分、又は減給処分が２回以上に及ぶ場合においても当該給与支払期

間の給与総額の10分の１を超えない範囲とする。 

⑶ 停職 始末書をとり、６か月以内の期間において出勤を停止し、その期間中の

給与は、給与規程による。 
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⑷ 降格 始末書をとり役付きを免じ又は引き下げる。 

⑸ 諭旨解雇 退職願を提出するよう勧告を行う。これに従わないときは、次号の

懲戒解雇とする。 

⑹ 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において、行政

官庁の解雇予告除外認定申請書の認定を受けたときは、第26条の解雇予告手当を

支給しない。 

（損害賠償） 

第65条 職員が故意又は過失によって、本会に損害を与えた場合には、その全部又は

一部を賠償させることがある。ただし、これによって第63条の懲戒を免れるもので

はない。 

 

第７章 安全及び衛生 

（災害防止及び衛生心得） 

第66条 職員は、安全施設を活用し、災害発生を未然に防止するとともに、進んで保

健衛生に注意し、常に爽快な精神と健全な身体とをもって業務に従事しなければな 

らない。 

（安全及び衛生指示） 

第67条 職員は、安全及び衛生に関する管理者又は監督者の指示及び措置に従わなけ

ればならない。 

（安全心得） 

第68条 職員は、常に職場の整理整頓に努め、特に次の事項を厳守して、災害を防止

しなければならない。 

⑴ 事故又は危険の箇所を発見したときは、直ちに所属長に報告すること。 

⑵ 服装を端正にし、みだりに身体を露出しないこと。 

⑶ 業務中は、サンダル下履きなど本会の許可しない履物を用いないこと。 

⑷ 火気又は引火性の物品を取り扱う時は、細心の注意を払うとともに、禁止の場

所において喫煙し、又は火気を使用しないこと。 

⑸ 特に、通路非常口、消火設備のある場所に障害となる物品を放置しないこと。 

⑹ 廃棄物、特に吸殻は定められた容器又は場所以外に捨てないこと。 

（疾病の届出） 
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第69条 業務中負傷し、疾病にかかった場合においては、遅滞なく届け出て本会の指

示を受けなければならない。 

（災害発生時の措置） 

第70条 職員は、火災その他の災害、衛生上有害な事態の発生又はその危険を発見し

たときは、直ちに臨機の処置を取るとともに、速やかにその旨を、所属長に報告し

互いに協力して、その被害又は危険を最小限にとどめるよう努めなければならない。 

（健康診断） 

第71条 定期健康診断を年１回実施する。 

２ 雇用の際及び感染症の発生その他臨時に必要と認めるときは、健康診断その他衛

生上必要な処置を行うことがある。この場合において職員は、正当の理由なく拒ん

ではならない。 

（病者の就業禁止） 

第72条 次の各号のいずれかに該当する疾病にかかっている者及び重病にかかり、ま

た健康が十分に回復しない者は、医師の認定によって就業させない。ただし、第１

号に掲げる者について感染症予防の処置をした場合は、この限りでない。 

⑴ 感染のおそれのある疾患にかかっている者 

⑵ 心臓、腎臓、肺等の疾患にかかっている者であって、就業のために病勢が著し

く増悪するおそれのあるもの 

⑶ 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する疾病にかかっている者 

（感染症発生の届出） 

第73条 職員の同居家族又は同居人が感染症にかかり、若しくはその疑いがあるとき

は、直ちにその旨を所属長に届け出て、必要な予防措置を受けなければならない。 

 

第８章 災害補償 

（厚生年金保険等） 

第74条 職員の健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働者災害補償保

険の適用については、それぞれの関係法令等の規定に基づき、被保険者となる。 

（災害補償） 

第75条 職員が、業務上若しくは通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に対して労働

者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。 
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２ 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは

疾病にかかり療養のため勤務することができない場合において、労働者災害補償保

険法の規定により休業補償（休業給付、傷病補償年金、傷病年金及びこれらに係る

労働福祉事業を含む。以下同じ。）を受けたときは、その勤務することができない

期間につき、当該給与の対象となった期間については、平均給与額（労働基準法第

12条の平均賃金に相当する額をいう。以下同じ。）に相当する額から労働者災害補

償保険法の規定による休業補償の額を控除した額を、当該休業補償の給付の対象と

ならない期間については平均給与額に相当する額を、休業補償の付加給付として支

給する。 

３ 前項の付加給付を受ける職員が給付開始後３年を経過しても、負傷又は疾病が治

らない場合においては、当該給付を打ち切るものとする。   

（損害賠償との関係） 

第76条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、前条の

規定による補償を受けるべき者が、当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受

けるときは、本会は、その価格の限度において補償の義務を免れる。 

２ 前項の場合において、補償を受けるべき者が当該第三者から損害賠償を受けるま

での間、必要に応じて本会は，応急の補償を行うことができる。 

３ 補償を受けるべき者が、第三者から損害賠償を受けたときは、その金額の範囲内

で、前項の規定によって行われた補償費用を会長が指定する日までに返納しなけれ

ばならない。 

４ 第２項の規定により補償が行われたときは、補償を受けるべき者は、許可なくし

て、第三者に対する損害賠償請求権を放棄してはならない。 

 

第９章 雑  則 

（教育） 

第77条 職員の人格を陶冶し、知識を高め技能を錬磨するために、本会は研修計画に

基づき研修を実施する。 

２ 職員は、研修に参加しなければならない。 

 （委任） 

第78条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 
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   附 則 （平成20年規程第８号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成20年10月１日から施行する。 

（合併に伴う勤続期間の特例） 

２ 平成20年９月30日において解散前の社会福祉法人春日井市社会福祉事業団（以下

「事業団」という｡）の職員として在職し、引き続き社会福祉法人春日井市社会福

祉協議会（以下「本会」という｡）の職員となった場合におけるその者の勤続期間

の計算については、その者の事業団職員としての勤続期間及び会長の定める他の団

体の職員としての勤続期間を、本会の職員として引き続いた在職期間とみなす。た

だし、事業団及び会長の定める他の団体を退職したことによる退職手当（これに相

当する給付を含む｡）の支給を受けているときは、この限りでない。 

附 則 （平成21年規程第４号） 

 この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 （平成22年規程第５号） 

 この規則は、平成22年６月30日から施行する。 

   附 則 （平成24年規程第３号） 

 この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 （平成25年規程第４号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 引き続き継続勤務を希望する定年退職者のうち、第22条第３項各号のいずれかに

該当しないものは、同条第４項中「65歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分

に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢に読み替えるものとする。 

平成25年４月１日から平成28年３月31日まで 61歳 

平成28年４月１日から平成31年３月31日まで 62歳 

平成31年４月１日から平成34年３月31日まで 63歳 

平成34年４月１日から平成37年３月31日まで 64歳 

附 則 （平成27年規程第６号） 

- 88-2 - 



- 90 - 

 この規則は、平成28年１月１日から施行する。 

附 則 （平成28年規程第９号） 

 この規則は、平成29年１月１日から施行する。 

附 則 （平成29年規程第５号） 

 この規則は、平成29年５月29日から施行する。 

附 則 （平成29年規程第６号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成29年12月19日から施行する。 

 （移行措置） 

２ 改正後の第46条の規定は、施行日以後に使用した病気休暇について適用し、同日

前に使用した病気休暇については、なお従前の例による。 

附 則 （平成30年規程第７号） 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 （平成31年規程第９号） 

 この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則 （令和３年規程第３号） 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 （令和４年規程第１号） 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 （令和４年規程第６号） 

 この規則は、令和４年７月11日から施行する。 

附 則 （令和５年規程第１号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による令和５年４月１日から令和13年３月31日までの間における第

22条第１項の規定の適用については、同条中「65歳」とあるのは、次の表の左欄に

掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月31日まで 61歳 

令和７年４月１日から令和９年３月31日まで 62歳 
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令和９年４月１日から令和11年３月31日まで 63歳 

令和11年４月１日から令和13年３月31日まで 64歳 

附 則 （令和６年規程第２号） 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 （令和７年規程第４号） 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第36条の改正規定（母子の

家の項を削る部分に限る。）は、令和７年５月１日から施行する。 
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別表第１（第47条関係） 

親族 日数 

配偶者 ７日 

父母 

子 ５日 

祖父母 ３日（職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承

継を受ける場合にあっては、７日） 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば １日（職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承

継を受ける場合にあっては、７日） 

父母の配偶者又は配偶者の父母 ３日（職員と生計を一にしていた場合にあっ

ては、７日） 

子の配偶者又は配偶者の子 １日（職員と生計を一にしていた場合にあっ

ては、５日） 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 １日（職員と生計を一にしていた場合にあっ

ては、３日） 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 

おじ又はおばの配偶者 １日 

 

備考 日数は、休暇の承認が与えられた日から計算する。 
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別表第２（第47条関係） 

在 職 期 間 日 数 

２月に達するまでの期間 １日 

２月を超え４月に達するまでの期間 ２日 

４月を超え６月に達するまでの期間 ３日 

６月を超え８月に達するまでの期間 ４日 

８月を超え10月に達するまでの期間 ５日 

10月を超え１年に達するまでの期間 ６日 
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